
 

 

公文書等の管理に関する法律施行令の一部を改正する政令（概要） 

 

内閣府大臣官房公文書管理課 

 

１ 背景 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25年法律第 27号。以下「番号利用法」という。）及び行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成 25年法律第 28号）の施行に伴い、住民基本台帳法（昭

和 42年法律第 81号）が改正されることにより、住民基本台帳カードが個人番号

カードに移行することから、所要の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

公文書等の管理に関する施行令（平成 22年政令第 250号）第 20条第１項第１

号に規定する国立公文書館等の窓口に利用請求書を提出する場合における本人

確認書類について「住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第 30条の 44第１

項に規定する住民基本台帳カード」を「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第２条第７項に規定

する個人番号カード」に改める（本則）。 

また、番号利用法施行前に交付された住民基本台帳カードに関する所要の経過

措置を設ける（附則第２項）。 

 

３ 施行日 

   平成 28年１月１日 
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府公第 2 4 9 号

平成 27年 12月2日

公文書管理委員会

委員長字賀克也 殿

内閣総盟大臣安倍

諮問書

下記について、公文書等の管理に関する法律（平成 21年法律第 66号）第 29

条第1号の規定に基づき、諮問します。

「
H
L】

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号）及ひ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成25年法律

第28号）の施行に伴い、 5.Jlj紙のとおり、公文書等の管理に関する法律施行令（平

成22年政令第250号）第20条第l項第l号の改正を行うこと。

2

CO709506
テキストボックス
1
写

CO709506
ノート注釈
CO709506 : Accepted

CO709506
ノート注釈
CO709506 : None



一
頁

政
令
第

号

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一
項
に
規

定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
を
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
。
次
項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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二
頁

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
こ
の
政
令
の
施
行
の
日

前
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧

住
民
基
本
台
帳
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
は
、
番
号
利
用
法
整
備
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
旧
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
う
時
ま
で
の
間
は
、
番
号
利
用
法

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
す
。
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理

由

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

伴
い
、
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

の
う
ち
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

○
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
）

（
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
）

第
二
十
条

法
第
十
七
条
の
利
用
請
求
を
す
る
者
は
、
国
立
公
文

第
二
十
条

法
第
十
七
条
の
利
用
請
求
を
す
る
者
は
、
国
立
公
文

書
館
等
の
長
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

書
館
等
の
長
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

利
用
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
と
同
一

一

利
用
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
と
同
一

の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許

の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一
項

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規

に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
出
入
国
管
理
及
び
難

定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に

条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約

規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特

関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第

例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
そ
の
他
法
律
又
は
こ

定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ

れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ

く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
当
該

て
、
当
該
利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足

す
る
に
足
り
る
も
の

り
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）
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＜参照条文＞ 

◎公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）（抄） 

（本人情報の取扱い） 

第十七条 国立公文書館等の長は、前条第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、これ

らの規定に掲げる情報により識別される特定の個人（以下この条において「本人」という。）

から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、

政令で定めるところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の

生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定

歴史公文書等につきこれらの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させな

ければならない。 

 

（委員会への諮問） 

第二十九条  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。  

一  第二条第一項第四号若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号若しくは第五項第三

号若しくは第四号、第五条第一項若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第

七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第

三項まで、第十九条又は第二十条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。  

二  第十条第三項、第二十五条又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。  

三  第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。  

 

○公文書等の管理に関する法律施行令（平成 22 年 12 月 22 日政令第 250 号）（抄） 

（本人であることを示す書類） 

第二十条 法第十七条の利用請求をする者は、国立公文書館等の長に対し、次の各号に掲げる書

類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。 

一 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されて

いる運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）

第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法（昭和

二十六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）第

七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交

付された書類であって、当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 

二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合に

あっては、当該利用請求をする者が本人であることを確認するため国立公文書館等の長が適

当と認める書類 

２ 利用等規則（法第二十七条第一項に規定する利用等規則をいう。第二十四条及び第二十五条

において同じ。）に定める書類を国立公文書館等の長に送付して法第十七条の利用請求をする

場合には、当該利用請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいず

れかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写しその他のその者が当該複写した

ものに記載された本人であることを示すものとして国立公文書館等の長が適当と認める書類

（利用請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。）を国立公文書館等の長に提出す

れば足りる。 
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